
令和４年度大町市公営簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度大町市公営簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付す

る。 
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歳 入 一 金 １８１，４５８，１７６ 円 也 

  歳 出 一 金  １７４，４２０，６０１ 円 也 

  歳入歳出差引残額 ７，０３７，５７５ 円 也 は翌年度へ繰越 
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細書

8



9



10



11



12



13



14



15



区 分 金 額

        181,458
千円

歳 入 総 額１．

歳 出 総 額２．

歳 入 歳 出 差 引 額３．

４．翌年度へ繰越す
べき財源

実 質 収 支 額５．

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２６．の規定による基金繰入額

        174,420

          7,038

(1) 継続費逓次繰越額

(3) 事故繰越し繰越額

(2) 繰越明許費繰越額

計

              0

            400

              0

            400

          6,638

              0

実質収支に関する調書
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